
医科診療行為労災補助マスタ　登録内容一部訂正
令和6年10月4日

区分番号
診療行為
コード

省略漢字名称
変更
区分

訂正箇所 訂正前 訂正後 備考

K259-00 150452950 培養ヒト角膜内皮細胞移植術 3（新規）

【令和6年9月診療分から適用】
令和6年8月30日付け厚生労働省保医発0830
第1号「「診療報酬の算定方法の一部改正
に伴う実施上の留意事項について」等の一
部改正について」に基づき新設

K574-00 150453050 弁周囲欠損孔閉鎖術（心尖部アプローチ） 3（新規）

【令和6年9月診療分から適用】
令和6年8月30日付け厚生労働省保医発0830
第1号「「診療報酬の算定方法の一部改正
に伴う実施上の留意事項について」等の一
部改正について」に基づき新設

K574-02 150453150 弁周囲欠損孔閉鎖術（順行性又は逆行性アプローチ） 3（新規）

【令和6年9月診療分から適用】
令和6年8月30日付け厚生労働省保医発0830
第1号「「診療報酬の算定方法の一部改正
に伴う実施上の留意事項について」等の一
部改正について」に基づき新設

A000-00 111703470 医療ＤＸ推進体制整備加算１（初診） 3（新規）

【令和6年10月診療分から適用】
令和6年8月20日付け厚生労働省保医発0820
第1号「医療情報取得加算及び医療ＤＸ推
進体制整備加算の取扱いについて」に基づ
き新設

A000-00 111703570 医療ＤＸ推進体制整備加算２（初診） 3（新規）

【令和6年10月診療分から適用】
令和6年8月20日付け厚生労働省保医発0820
第1号「医療情報取得加算及び医療ＤＸ推
進体制整備加算の取扱いについて」に基づ
き新設

B001-02 113707770 医療ＤＸ推進体制整備加算１（医学管理等） 3（新規）

【令和6年10月診療分から適用】
令和6年8月20日付け厚生労働省保医発0820
第1号「医療情報取得加算及び医療ＤＸ推
進体制整備加算の取扱いについて」に基づ
き新設

B001-02 113707870 医療ＤＸ推進体制整備加算２（医学管理等） 3（新規）

【令和6年10月診療分から適用】
令和6年8月20日付け厚生労働省保医発0820
第1号「医療情報取得加算及び医療ＤＸ推
進体制整備加算の取扱いについて」に基づ
き新設

診療行為省略名称：
省略漢字名称

医療ＤＸ推進体制整備加算
（初診）

医療ＤＸ推進体制整備加算３ 
（初診）

診療行為省略名称：
省略漢字有効桁数

16 17

診療行為省略名称：
省略漢字名称

医療ＤＸ推進体制整備加算 
（医学管理等）

医療ＤＸ推進体制整備加算３ 
（医学管理等）

診療行為省略名称：
省略漢字有効桁数

19 20

【令和6年10月診療分から適用】
令和6年8月20日付け厚生労働省保医発0820
第1号「医療情報取得加算及び医療ＤＸ推
進体制整備加算の取扱いについて」に基づ
き変更

【令和6年10月診療分から適用】
令和6年8月20日付け厚生労働省保医発0820
第1号「医療情報取得加算及び医療ＤＸ推
進体制整備加算の取扱いについて」に基づ
き変更

113705470B001-02

医療ＤＸ推進体制整備加算３（初診）A000-00 111703370

新設

新設

5（変更）

5（変更）

医療ＤＸ推進体制整備加算３（医学管理等）

新設

新設

新設

新設

新設


